
異常気象発生時の処置について 

 

本年から、気象情報の発令が、大雨警報から大雨警報又は土砂災害警報となり、洪水

警報から河川氾濫警報となりました。このことを受け、これまでの気象情報で、午前７

時時点で大雨警報が発令されていた時に学校を休校としていましたが、本年より、気象

情報として、大雨警報若しくは土砂災害警報、又は河川氾濫警報が発令されたときに休

校とすることに変更となりましたのでお知らせします。 


